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不
動
産
業
界
で
の
事
業
承
継

が
業
界
で
最
大
の
関
心
事
だ
。

特
に
地
場
不
動
産
会
社
は
存
続

か
、
廃
業
か
を
迫
ら
れ
て
い
る

中
で
「
事
業
承
継
士
」
に
注
目

が
集
ま
っ
て
い
る
。
事
業
承
継

セ
ン
タ
ー
代
表
取
締
役
の
金
子

一
徳
氏
に
聞
い
た
。

―
―
事
業
承
継
士
と
は
。

「
事
業
承
継
は
親
子
の
葛

藤
、
兄
弟
間
の
争
い
、
社
長
と

後
継
者
間
の
軋
轢
（
あ
つ
れ

き
）
、
後
継
者
と
従
業
員
の
対

立
…
…
。
実
は
節
税
だ
け
で
な

い
悩
み
多
き
世
界
が
広
が
っ
て

い
る
。そ
こ
で
、こ
う
し
た
数
々

の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
経
験

す
る
中
で
、
生
き
た
ノ
ウ
ハ
ウ

を
蓄
積
し
て
体
系
化
し
た
の

が
、
一
般
社
団
法
人
事
業
承
継

協
会
が
付
与
・
管
理
運
営
す
る

「
事
業
承
継
士
」
と
い
う
民
間

資
格
な
の
で
す
」

「
事
業
承
継
に
は
、
資
産
の

移
転
を
伴
う
場
合
が
多
く
、
そ

の
中
で
も
不
動
産
は
極
め
て
大

き
な
資
金
が
動
く
た
め
、
フ
ァ

イ
ナ
ン
ス
、
不
動
産
に
関
す
る

法
律
、
さ
ら
に
は
税
務
に
関
す

る
知
識
も
必
須
だ
。
特
に
中
小

企
業
の
事
業
承
継
で
は
、
個
人

と
会
社
間
で
所
有
権
が
入
り
組

ん
で
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
こ

れ
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
両
者
の
最

適
解
を
見
つ
け
る
の
も
事
業
承

継
士
の
重
要
な
役
割
だ
」

―
―
特
徴
に
つ
い
て
。

「
他
の
多
く
の
資
格
が
個
人

の
相
続
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
て
い

る
の
に
比
べ
、
会
社
の
承
継
に

フ
ォ
ー
カ
ス
し
な
が
ら
、
個
人

と
会
社
の
融
合
す
る
分
野
に
ア

プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
の
が
特
徴

だ
。
例
え
ば
土
地
は
社
長
の
個

人
所
有
だ
が
、
そ
の
上
に
建
つ

事
務
所
や
工
場
は
会
社
が
所
有

し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
あ

る
い
は
会
社
所
有
の
マ
ン
シ
ョ

ン
の
一
室
に
社
長
の
家
族
が
住

ん
で
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ

を
事
業
承
継
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で

ど
う
や
っ
て
所
有
権
を
移
転
す

れ
ば
家
族
間
が
も
め
ず
に
節
税

出
来
る
か
、
な
ど
を
考
え
て
全

体
最
適
解
を
提
案
す
る
。
事
業

承
継
士
が
創
設
さ
れ
７
年
間
で

１
０
４
５
人
（
２３
年
４
月
１
日

現
在
）
が
受
講
し
て
い
る
が
、

不
動
産
関
連
資
格
の
保
有
者
は

わ
ず
か
に
約
１
％
と
圧
倒
的
に

少
な
い
。
不
動
産
の
専
門
家
に

事
業
承
継
士
資
格
を
取
得
し
て

も
ら
い
た
い
。

Ｄ
Ａ
Ｔ
Ａ

受
講
料
／
33
万
円(

税
込
み)

。
試
験
／
「
選
択
・
記
述

の
混
合
方
式
」。
受
験
料
／
９
９
０
０

円
（
税
込
）。
郵
送
で
合
格
通
知
。

行
政
・
総
合

注
目
資
格
は
コ
コ
！

注
目
資
格
は
コ
コ
！

一
般
社
団
法
人
事
業
承
継
協
会
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